
目

次

教
育
委
員
会

○
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
文

化

財

保

護

課
）
…
一

○
青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
四

○
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
四

○
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
五

○
青
森
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

を
廃
止
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
五

○
青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（

同

）
…
六

○
臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
七

○
青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
七

教

育

委

員

会

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
博
物
館
登
録
申
請
書
」

の
下
に
「
（
第
一
号
様
式
）
」
を
加
え
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「
青
森
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教

育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
登
録
要
件
」
を
「
登
録
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三

条
第
一
項
」
に
、
「
登
録
要
件
」
を
「
登
録
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一

項
」
に
、
「
取
消
に
あ
た
り
」
を
「
取
消
し
に
当
た
り
」
に
、
「
行
な
い
、
又
は
学
識
経
験
者
の
意

見
を
徴
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
原
簿
）

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
博
物
館
登
録
原
簿
は
、
第
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
登
録
事
項
等
の
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五

条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
登
録
事
項
等
の
」
を
削
り
、
「
博
物
館
登
録
事
項
等
変
更
届
」
を
「
博
物

館
登
録
事
項
変
更
届
（
第
三
号
様
式
）
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
六
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
博
物
館
廃
止
届
」
の
下

に
「
（
第
五
号
様
式
）
」
を
加
え
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第

五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
期
報
告
）

第
六
条

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
定
期
報
告
は
、
博
物
館
運
営
状
況
報
告
書
（
第
四
号
様
式
）

を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
を
削
り
、
附
則
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
金
木
高
等
学
校
、
深
浦
校
舎
、
青
森
県
立
板
柳
高
等
学
校
、
青
森
県
立
鶴
田

高
等
学
校
、
青
森
県
立
十
和
田
西
高
等
学
校
、
青
森
県
立
六
戸
高
等
学
校
、
青
森
県
立
三
本
木
農
業

高
等
学
校
及
び
青
森
県
立
五
所
川
原
工
業
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

（
産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
及
び
定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一

項
」
に
改
め
る
。

一

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
一

条
二

定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
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号
）
第
二
条

（
学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等

」

に
改
め
る
。

（
指
導
改
善
研
修
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
導
改
善
研
修
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
教
員
」
と
は
、
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、

栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

一

条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員

二

臨
時
的
任
用
職
員

三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

四

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
九
条

第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員

（
青
森
県
県
費
負
担
教
職
員
等
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

青
森
県
県
費
負
担
教
職
員
等
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
二
月
青
森
県

教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
非
常
勤
講
師
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
に
、
「
同
法
」
を
「
地
方
公
務

員
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
三
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条

削
除

第
十
七
条
中
「
の
小
学
部
及
び
中
学
部
」
及
び
「
、
高
等
部
に
あ
つ
て
は
特
別
活
動
及
び
自
立
活

動
」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
二
中
「
、
分
校
主
事
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
五
月
青
森
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
一
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
十
二
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
五
十
七
号
）
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
に

改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を

「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
十
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
三

項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
暇
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
」
を
「
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森

県
条
例
第
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十

年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
（
旧
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
旧
条
例
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七

号
）
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
⑶
中
金
木
高
等
学
校
の
項
、
木
造
高
等
学
校
深
浦
校
舎
の
項
、
板
柳
高
等
学
校
の

項
、
鶴
田
高
等
学
校
の
項
、
十
和
田
西
高
等
学
校
の
項
、
六
戸
高
等
学
校
の
項
、
三
本
木
農
業
高
等

学
校
の
項
及
び
五
所
川
原
工
業
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
大
学
卒
の
項
中
「
二
十
一
号
給
」
を
「
二
十
五
号
給
」
に
、
「
十
七
号
給
」
を
「
二

十
一
号
給
」
に
、
「
十
三
号
給
」
を
「
十
七
号
給
」
に
改
め
、
同
表
短
大
卒
の
項
中
「
十
一
号
給
」

を
「
十
五
号
給
」
に
、
「
九
号
給
」
を
「
十
三
号
給
」
に
、
「
五
号
給
」
を
「
九
号
給
」
に
改
め
、

同
表
高
校
卒
の
項
中
「
一
号
給
」
を
「
五
号
給
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
号
（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
に
係
る
職
務
に
専
念

す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
３
号
か
ら
様
式
第
１
５
号
ま
で
削
除

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
専
決
代
決
規
程
（
平
成
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
及
び
分
校
主
事
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

庁

内

一

般

各

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
学
校
教
育
課
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
」
の
下
に
「
及
び
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

競
技
力
向
上
対
策
室
長
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
十
二
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
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（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一

項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
職
員
福
利
課
の
項
課
長
専
決
事

項
の
欄
第
三
号
中
「
職
員
き
章
」
を
「
職
員
記
章
」
に
改
め
、
同
表
学
校
教
育
課
の
項
課
長
専
決
事

項
の
欄
第
十
四
号
中
「
（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
に
係
る
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す

る
こ
と
を
除
く
。
）
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
六
号
中
「
任
期
付
、
臨
時
若
し
く

は
非
常
勤
の
教
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
又
は
」
を
「
任
期
付
職
員
、
会
計
年
度
任
用
職
員
、
臨
時
的
任
用
職
員
及

び
」
に
改
め
、
「
任
免
」
の
下
に
「
並
び
に
特
別
職
の
職
員
の
委
嘱
及
び
解
嘱
（
別
表
第
七
第
五
号

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
、
同
表
教
職
員
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の

欄
第
一
号
中
「
並
び
に
更
新
」
を
削
り
、
同
欄
第
十
号
中
「
（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
に
係
る
職

務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
欄
第

十
三
号
中
「
任
期
付
、
臨
時
若
し
く
は
非
常
勤
の
教
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
又
は
」
を
「
任
期
付
職
員
、
会
計
年

度
任
用
職
員
、
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
」
に
改
め
、
「
任
免
」
の
下
に
「
並
び
に
特
別
職
の
職
員
の

委
嘱
及
び
解
嘱
（
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
欄
第
十

九
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号

イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
八
十
条
」

に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」

を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
五
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一

項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
教
育
機
関
共
通
の
項
第
十
四
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」

に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三

十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
第
七
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を

「
第
八
十
条
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十

九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第

百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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